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　平成28年６月定例会（６月９日～24日／会
期16日間）の概要は次のとおりです。
９日 　平成27年度一般会計継続費など７件
の予算に関する報告、福山市土地開発公社な
どの事業経営状況の報告の後、市長が市政の
状況と12議案の提案理由を説明

16日・17日・20日・21日 　議案や市政全般につ
いて21人の議員が一般質問
21日質問終了後 　12議案を所管の常任委員
会に付託
22日 　４常任委員会でそれぞれ議案を審査
24日 　議案を審査した４常任委員会の委員
長から審査結果の報告があり、それぞれ採決
し、12議案を原案どおり可決
　市長が一般会計補正予算案１件の提案理由
を説明し、質疑の後、委員会への付託（委員
会での審査）を省略して採決し、原案のとお
り可決
　教育委員会の委員の任命の同意についてな
ど４件の人事案件に同意
　議員提出の意見書案２件を可決

【
市
長
提
出
議
案
】

■
条
　
例

○　
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
の

課
税
限
度
額
を
52
万
円
か
ら
54
万
円
に

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
課
税

　
限
度
額
を
17
万
円
か
ら
19
万
円
に
、
基

礎
課
税
額
の
所
得
割
の
税
率
を
９
・

53
％
か
ら
９
・
29
％
に
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
の
税
率
を

２
・
08
％
か
ら
１
・
92
％
に
、
介
護
納

付
金
課
税
額
の
所
得
割
の
税
率
を
２
・

19
％
か
ら
２
・
16
％
に
そ
れ
ぞ
れ
改
定

し
ま
す
。

　

 

（
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
）

○　
市
営
三
之
丸
駐
車
場
な
ど
路
外
駐
車

場
お
よ
び
駅
南
地
下
送
迎
場
に
７
日
を

限
度
と
す
る
利
用
期
間
を
設
け
、
届
け

出
な
く
そ
の
期
間
を
超
え
て
駐
車
し
て

い
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
の
引
き

取
り
請
求
、
所
有
者
等
の
調
査
お
よ
び

自
動
車
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
改
め
ま
す
。
ま
た
、
広
島
県
へ
移

管
す
る
鞆
町
鍛
治
駐
車
場
に
関
す
る
規

定
を
削
除
し
ま
す
。

 　
（
路
外
駐
車
場
条
例
及
び
駅
南
地
下
送

迎
場
条
例
の
一
部
改
正
）

■
そ
の
他

○　
２
０
１
９
年
度
（
平
成
31
年
度
）
の

開
校
を
め
ざ
し
、（
仮
称
）
市
立
鞆
小

中
一
貫
校
北
棟
校
舎
他
改
修
工
事
に
着

手
し
ま
す
。

○　
市
立
大
津
野
小
学
校
北
棟
校
舎
他
耐

震
改
修
工
事
に
着
手
し
ま
す
。

こ
の
定
例
会
で
決
ま
っ
た
こ
と

 （
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
）市営三之丸駐車場
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